
委員会評価報告書

事 業 名 森林経営管理事業（令和６年度実施）

担当課・室・係 農林整備課 林業振興係

事業の目的

森林法第５条に定められた森林について、市が自ら経営管

理を行い、又は経営管理実施権を民間事業者に設定する等の

措置を講ずることにより、林業経営の効率化および森林管理

の適正化の一体的な促進を図り、もって林業の持続的発展及

び森林の有する多面的機能の発揮に資することを目的とす

る。

事業の概要

①森林整備…間伐、路網整備、里山林・竹林整備、災害防止

や復旧・花粉症発生源対策のための森林整備、所有者の意向

調査等を行う。

②人材育成・担い手確保…研修の実施、研修機材等の支援、

安全装備への支援、就業環境の改善を行う。

③木材利用の促進…ＰＲ効果の高い建築物の木造化や木質

化、木製家具等の整備及び補助を行う

④普及啓発…森林・林業に関する学習・体験活動を行う。

⑤市町村の実行体制整備…専門職員の雇用又は業務委託、協

議会の設置・運営を行う。

事業結果に

対する評価

Ａ

きわめて良好

Ｂ

良 好

Ｃ

おおむね適正

Ｄ

問題がある

Ｅ

かなり問題

【問題点など】

地主不在や高齢化など、土地所有者との兼ね合いもあり、市独自では進めら

れず、難しい事業であるといえる。しかし、林業の担い手確保などの課題解決

のためにも必要な事業であるのも理解できるため、制度ができて年数が浅いが、

事業としては良好であると考える。

治山治水を目的とした森林が未整備林となっており、そこには不安がある。

事業の今後

の方向性

１

拡 充

２

継 続

３

改 善

４

縮 小

５

休止・廃止

【提言など】

地籍調査が未了の山林の調査や、地主の所在が不明な森林の保全など、多く

の課題解決のため、森林整備・林業再生を進める必要がある。森林環境譲与税

の周知を含め、有効活用を行いながら、本市の源である緑資源の拡充に努めて

いただきたい。

また、森林と都市圏の子どもの木育を併せた交流事業を展開できないか。
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